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7 2024（令和6年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税等の中

間申告（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・

（全期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月16日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）�7月31日

－定額減税の実施に伴い期限が変更されます－
　所得税予定納税額の減額承認申請� 7月31日
　所得税予定納税額第1期分の納付
� 7月1日〜9月30日

　令和6年4月から開始された、ダイレクト納
付をより便利に利用できる新機能。e-Taxで
申告等データを送信する際、必要事項にチェッ
クするだけで、各申告手続の法定納期限当日
に口座引落しによる納税が行えます。事前に
ダイレクト納付の利用手続きを行い、法定納
期限内に申告手続をする場合に利用可能です。

ワンポイント 自動ダイレクト

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

15日・海の日
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7 月号─2

し
て
い
る
組
合
も
あ
り
ま
す
。

　

健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
が
受

け
る
保
険
給
付
及
び
そ
の
手
続
き
に

つ
い
て
は
、
各
健
康
保
険
組
合
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
　
支
給
要
件 

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

　

傷
病
手
当
金
は
、
被
保
険
者
が
業

務
外
で
生
じ
た
病
気
や
ケ
ガ
の
た
め

に
働
く
こ
と
が
で
き
ず
、
会
社
を
休

ん
だ
日
が
連
続
し
て
３
日
間
（「
待

期
」と
い
い
ま
す
）あ
っ
た
上
で
、
４

日
目
以
降
、
休
ん
だ
日
に
対
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
要
件
を
㈠
か
ら

㈣
に
分
け
、
注
意
点
を
見
て
い
き
ま

す
。

㈠　
「
業
務
外
」
の
事
由
に
よ
る
病

気
や
ケ
ガ
の
療
養
の
た
め
の
休
業

で
あ
る
こ
と

　

健
康
保
険
給
付
と
し
て
受
け
る
療

養
に
限
ら
ず
、
自
費
で
診
療
を
受
け

た
場
合
で
も
、
仕
事
に
就
く
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
が

あ
る
時
は
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
自
宅
療
養
の
期
間
に
つ
い
て

も
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
業
務
上
・
通
勤
災
害
に

よ
る
も
の
（
労
災
保
険
の
給
付
対

象
）、病
気
と
み
な
さ
れ
な
い
も
の（
美

容
整
形
な
ど
）
は
、
傷
病
手
当
金
は

支
給
対
象
外
で
す
。

㈡　

仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と

　

仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
の
判
定
は
、
療
養
担
当
者
の
意
見

等
を
基
に
、
被
保
険
者
の
仕
事
の
内

容
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
ま
す
。

㈢　

待
期
が
あ
っ
た
上
で
、
４
日
目

以
降
も
仕
事
に
就
け
な
か
っ
た
こ

と

　

待
期
は
、
前
記
の
と
お
り「
連
続
」

し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
待
期
に
は
、
年
次
有

給
休
暇
、
土
日
・
祝
日
等
の
公
休
日

も
含
ま
れ
、
ま
た
給
与
の
支
払
い
の

有
無
は
問
い
ま
せ
ん
。

　

就
労
時
間
中
に
業
務
外
の
事
由
で

発
生
（
例
え
ば
、
勤
務
の
途
中
に
職

務
か
ら
離
れ
、
業
務
上
の
災
害
に
該

当
し
な
い
場
合
な
ど
）
し
た
病
気
や

ケ
ガ
に
つ
い
て
仕
事
に
就
く
こ
と
が

で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
日
が
待
期
の
初
日
と
し
て
起
算

さ
れ
ま
す
。

㈣　

休
業
し
た
期
間
に
つ
い
て
給
与

の
支
払
い
が
な
い
こ
と

　

業
務
外
の
事
由
に
よ
る
病
気
や
ケ

ガ
で
休
業
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て

生
活
保
障
を
行
う
制
度
の
た
め
、
給

与
が
支
払
わ
れ
て
い
る
間
は
、
原
則

と
し
て
、
傷
病
手
当
金
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
（
給
与
と
傷
病
手
当
金
の
調

整
は
後
述
し
ま
す
。）。

　

な
お
、
任
意
継
続
被
保
険
者
（
退

職
等
で
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し

た
後
に
お
い
て
、
一
定
要
件
を
満
た

し
、
被
保
険
者
の
資
格
を
継
続
し
て

い
る
者
）
で
あ
る
期
間
中
に
発
生
し

た
病
気
や
ケ
ガ
に
つ
い
て
は
、
傷
病

手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

二
　
支
給
さ
れ
る
額 

▪
▪
▪
▪
▪

　

傷
病
手
当
金
は
、
休
ん
だ
日
ご
と

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

土
日
・
祝
日
な
ど
会
社
の
公
休
日

と
さ
れ
る
日
で
あ
っ
て
も
、
前
述
の

　

傷
病
手
当
金
は
、
健
康
保
険
の
被

保
険
者
が
病
気
や
ケ
ガ
で
仕
事
を
休

み
、
そ
の
間
の
給
与
を
受
け
ら
れ
な

い
時
に
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
す
。

　

今
回
は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
要

件
や
支
給
額
、
他
制
度
か
ら
給
付
等

を
受
け
ら
れ
る
時
の
調
整
方
法
な
ど

を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
健
康
保
険
制
度
の
保
険
者

（
制
度
の
運
営
主
体
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。）
は
、「
全
国
健
康
保
険
協
会

（
協
会
け
ん
ぽ
）」
と
「
健
康
保
険
組

合
」
の
２
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
、
健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、

法
令
で
定
め
ら
れ
た
水
準
を
上
回
る

独
自
の
給
付
（
付
加
給
付
）
を
実
施

例）7月 1日から休み始めた場合

連
続
３
日
と
な
ら
ず

待
期
は
完
成
し
て
い

な
い

待
期
完
成
（
３
日
間

連
続
し
て
休
み
）

待
期
完
成
後
、
４
日

目
以
降
に
支
給

休 休 出 休 休 休  休 休 休 休
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傷病手当金制度
（健康保険）



3─7月号

支
給
要
件
を
満
た
し
、
傷
病
の
状
態

を
み
て
、「
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
い
う
状
態
に
あ
る
場
合

は
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
１
か
月
間
の
す
べ
て
が

仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
態

の
時
は
、
次
の
計
算
に
よ
り
求
め
た

「
１
日
あ
た
り
の
額
」
に
そ
の
期
間

の
日
数
を
乗
じ
た
も
の
が
、
傷
病
手

当
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

㈠　

１
日
あ
た
り
の
額
の
計
算
方
法

　

傷
病
手
当
金
の
支
給
開
始
日
以
前

に
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ

て
い
た
期
間
が
１
年
以
上
か
否
か
に

よ
り
計
算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

①　

被
保
険
者
と
な
っ
て
１
年
以
上

経
過
し
て
い
る
者

　
　
【
支
給
開
始
日
の
属
す
る
月
以

前
の
12
か
月
間
の
各
月
の
標
準
報

酬
月
額
を
平
均
し
た
額
】
÷
30
日 

×
３
分
の
２

②　

被
保
険
者
と
な
っ
て
１
年
に
満

た
な
い
者

　
　

前
記
①
の
【　

】
内
の
箇
所
は
、

次
の
い
ず
れ
か
低
い
額
で
す
。

・
支
給
開
始
日
の
属
す
る
月
以
前

の
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
の
平

均
額

・
30
万
円（
※
）

※　

そ
の
年
度
の
前
年
度
９
月
30

日
に
お
け
る
全
被
保
険
者
の
同

月
の
標
準
報
酬
月
額
を
平
均
し

た
額
を
表
し
て
お
り
、
変
動
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
30
万
円
」

は
協
会
け
ん
ぽ
の
額
で
あ
り
、

健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、
各

健
康
保
険
組
合
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

㈡　

傷
病
手
当
金
の
調
整

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
額
の
全
部

ま
た
は
一
部
が
調
整
さ
れ
ま
す
（
支

給
さ
れ
な
い
）。

①　

給
与
の
支
給
が
あ
る

　
　

休
ん
だ
期
間
に
つ
い
て
、
給
与

の
支
払
い
が
あ
る
場
合
、
傷
病
手

当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

た
だ
し
、
休
ん
だ
期
間
に
つ
い

て
の
給
与
支
払
い
が
あ
っ
て
も
、

給
与
の
１
日
あ
た
り
の
額
が
、
傷

病
手
当
金
の
日
額
よ
り
少
な
い
場

合
、
傷
病
手
当
金
と
給
与
の
差
額

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

②　

障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
手
当

金
（
厚
生
年
金
保
険
）
を
受
け
て

い
る

　
　

同
一
の
傷
病
等
に
よ
る
厚
生
年

金
保
険
の
障
害
厚
生
年
金
又
は
障

害
手
当
金
を
受
け
て
い
る
場
合
、

傷
病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

た
だ
し
、
障
害
厚
生
年
金
の
額

（
同
一
支
給
事
由
の
障
害
基
礎
年

金
が
支
給
さ
れ
る
時
は
そ
の
合
算

額
）
の
３
６
０
分
の
１
が
傷
病
手

当
金
の
日
額
よ
り
少
な
い
場
合

は
、そ
の
差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

ま
た
、障
害
手
当
金
の
場
合
は
、

傷
病
手
当
金
の
額
の
合
計
額
が
障

害
手
当
金
の
額
に
達
す
る
こ
と
と

な
る
日
ま
で
の
間
、
傷
病
手
当
金

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

③　

老
齢
・
退
職
年
金
を
受
け
る

　
　

資
格
喪
失
後
に
傷
病
手
当
金
の

継
続
給
付
を
受
け
て
い
る
方
が
、

老
齢
・
退
職
年
金
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
場
合
、
傷
病
手
当
金
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

た
だ
し
、
老
齢
・
退
職
年
金
の

額
の
３
６
０
分
の
１
が
傷
病
手
当

金
の
日
額
よ
り
少
な
い
場
合
は
、

そ
の
差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

④　

労
災
保
険
か
ら
休
業
補
償
給
付

を
受
け
て
い
た（
受
け
て
い
る
）

　
　

過
去
に
労
災
保
険
か
ら
休
業
補

償
給
付
を
受
け
て
い
て
、
休
業
補

償
給
付
と
同
一
の
病
気
や
ケ
ガ
で

労
務
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
傷

病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

ま
た
、
業
務
外
の
理
由
に
よ
る

病
気
や
ケ
ガ
の
た
め
に
労
務
不
能

と
な
っ
た
場
合
で
も
、
別
の
原
因

で
労
災
保
険
か
ら
休
業
補
償
給
付

を
受
け
て
い
る
期
間
中
は
、
傷
病

手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

た
だ
し
、
休
業
補
償
給
付
の
日

額
が
傷
病
手
当
金
の
日
額
よ
り
少

な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

⑤　

出
産
手
当
金
を
同
時
に
受
け
ら

れ
る

　
　

傷
病
手
当
金
の
額
が
出
産
手
当

金
の
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ

の
差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

三
　
支
給
さ
れ
る
期
間 

▪
▪
▪
▪

　

病
気
や
ケ
ガ
で
休
ん
だ
期
間
の
う

ち
、
待
期
期
間
を
除
き
、
４
日
目
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
期
間
は
、

支
給
を
開
始
し
た
日
か
ら
通
算
し
て

１
年
６
か
月
で
す
。

　

な
お
、
令
和
４
年
１
月
１
日
よ
り

前
は
、
支
給
開
始
日
か
ら
１
年
６
か

月
と
さ
れ
、
途
中
に
出
勤
等
に
よ
り

支
給
さ
れ
な
い
日
が
あ
る
場
合
で
も
、

支
給
開
始
日
か
ら
１
年
６
か
月
を
超

え
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
こ
の
支
給
方
法
が
改

め
ら
れ
、
支
給
開
始
日
か
ら
「
通
算

し
て
」
１
年
６
か
月
に
達
す
る
日
ま

で
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。



7 月号─4

　業務改善助成金は、事業場内で最も低い
賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き
上げ、生産性向上に資する設備投資等を
行った場合に、その設備投資等にかかった
費用の一部を助成する制度です。
　助成を受けるには、事業場内最低賃金の
引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申
請し、交付決定後に計画どおりに事業を進
め、事業の結果を報告することにより、設
備投資等にかかった費用の一部が業務改善
助成金として支給されます（最大600万円）。
　令和6年度から同助成金について、以下
の変更が行われています。
１　特例事業者要件
　新型コロナウイルスの影響を受けた事業
者向けの「生産量要件」は終了しました。
※　賃金要件（申請事業場の事業場内最低
賃金が950円未満である事業者）と物価
高騰等要件（原材料費の高騰など社会

的・経済的環境の変化等の外的要因によ
り、申請前3か月間のうち任意の1か月
の利益率が前年同月に比べ3％ポイント
以上低下している事業者）は、引き続き
継続します。
２　経費の特例
　「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の
事業者に認められていた「関連する経費」
は終了しました。なお、車・PCなどの導
入は引き続き実施されます。
３　申請回数
　令和6年度中に可能な申請回数は1回ま
でとされました。
４　賃金引上げ方法
　事業場内最低賃金の引上げは1回のみと
なります（複数回の引上げは助成対象外）。
５　申請期限
　令和6年12月27日までです。
６　事業完了期限
　令和7年1月31日までです。

業務改善助成金の一部変更

　労働者の募集・採用の際に、年齢制限を
することは、労働施策総合推進法により原
則として禁止されていますが、例外として
年齢制限が認められる場合があり、そのう
ちの1つが「就職氷河期世代の募集・採用
の特例」です。
　ハローワークに求人を出すことを前提に、
就職氷河期世代（対象は、昭和43年4月2
日〜昭和63年4月1日までの間に生まれ
た者）で、正社員雇用の機会に恵まれなかっ
た者に限定した募集・採用が可能です。
※　期間の定めのない労働契約を締結する
ことを目的とし、職業の従事経験がある
ことを求人条件としない場合に限ります。
　令和7年3月31日までは、ハローワーク
に提出した就職氷河期世代に限定した求人
又は就職氷河期世代を歓迎する求人につい
ては、ハローワークへの求人申込みに加え、
直接募集や求人広告等への求人申込み等の
方法を併用することが認められます。

就職氷河期世代の募集・採用
の特例　「
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